
「環境再生計画」に基づく県の取組状況

１ 自然再生（森林整備）
「森林整備計画」に基づき、八戸市森林組合と連携し、樹木の生育状況の評価や、つる植物やグミの剪定等による

植栽地の管理を実施

※ 現場内で確認されている主な野生動物 ツキノワグマ、カモシカ、アナグマ、キジ、キツネ

２ 地域振興
青森県の有効活用エリア（現在１号雨水貯留池として使用中）については、

効果的な利活用の方向性を探るとともに、田子町と随時意見交換を実施して

いく。

また、ウェブアーカイブにおいて、民間事業者向けに本県現場の利活用可能

な土地情報の発信を継続する。

第７４回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 資料３

令和７年７月 八戸市森林組合（樹木医）による生育状況の評価

ハンノキ、アカマツ、カラマツ、ヤナギなど、森を形成する初期段階に見られる先駆樹種の生⾧が
目立っており、全体的な生育状況はおおむね順調である。森林化してきている良い兆候である。多
くのハンノキの葉が虫（ハンノキハムシ）に食べられている。つる植物は樹木に絡まって生⾧を阻
害するので今後も除去してほしい。

１号雨水貯留池
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（１）岩手県の状況

岩手県では、岩手県側不法投棄現場跡地、周辺土地及び堆肥舎の公売を実施し、12月に八戸市の業者（再生可能

エネルギー関連）に売却となる。

（２）今後の方針

岩手県側の不法投棄現場跡地等が公売により全て売却されたことから、今後は第52回協議会で了承された「選別
ヤード跡地における地域振興に係る当面の方針」に基づき、本県側の地下水浄化終了前の適時に、改めて協議会の
意見を聴きながら跡地の利活用を検討していくこととする。

第７４回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会

選別ヤード跡地における地域振興に係る当面の方針（抜粋） ※第52回協議会で了承

・ 跡地の利活用については、岩手県における現場跡地の環境再生のあり方等を検討する「県境不法投棄事
案の教訓を後世に伝えるための検討ワーキンググループ」の検討状況等を注視し、その結果、本県の跡地
と一体的な利活用が可能である場合は、岩手県と連携しながら共同検討していく。

・ 岩手県との一体的な利活用が不可能である場合は、本県側の地下水浄化終了前の適時に、改めて協議会
の意見を聴きながら、本県側跡地の活用促進に向け、民間企業・団体等への情報提供、事業化の働きかけ
を行う。

【公売により売却された物件】
・（岩手県側）不法投棄現場跡地（面積約15ha〔合計15筆〕）及び周辺土地（面積約５ha〔合計８筆〕）
【23筆一括公売】

・（岩手県側不法投棄現場跡地内にある）堆肥舎【１棟】
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３ 情報発信
（１）ウェブアーカイブの更新

環境モニタリング調査結果、植栽地の定点撮影写真（⇒別図（ｐ５））や原状回復対策事業の記録等を速やかに更新

ウェブアーカイブ年度別アクセス件数（平成26年７月公開） （単位：件）

※ 令和７年度は、12月末時点（昨年度同期間〔４～12月〕3,527件〔125.4％〕）

※ 令和５年度から県ホームページアクセス件数算出方法変更
（webサイトのページ単位でカウント → 一連の流れでのアクセスは同一ユーザでカウント）

（２）県境不法投棄現場跡地動画等の公開

① 令和６年度から県境不法投棄現場跡地の状況（動画・スライドショー）について、動画サイト「YouTube」で
公開（ウェブアーカイブからも視聴できるようにリンク） ☞ 今年度は、８月ドローン撮影、９月公開

② 環境エネルギー部では、環境エネルギー部の５課及び４環境管理事務所の取組を紹介するため、今年度、
SNS「あおもり E&Ｅ TIMES」（あおもり いーあんどーいー たいむず）を開設。県境動画を２本公開。

※ Ｅ＆Ｅ：環境（Environment）とエネルギー（Energy）
※ 媒体：「Instagram」「X」「TikTok」 「YouTube」

第７４回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会

R７R６R５R４R３R２R元H30H29H28H27H26

4,4224,7035,3147,9115,6905,6925,5376,4278,1688,35310,0545,752

①「青森・岩手県境不法投棄現場跡地の
動画・スライドショー」（ウェブアー
カイブ）へ移動【ＱＲコード☞】

② SNS「あおもり E&Ｅ TIMES 青森県環境
エネルギー部」へ移動【ＱＲコード☟】

YouTubeTikTokXInstagram
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（３）現場見学
県境不法投棄現場跡地の原状回復状況や森林整備状況等を直接見ていただけるよう、現場見学の希望に対応

年度別見学者数 （単位：人）

※ 現場周辺では複数頭のクマが出没しているとの情報もあるため、当面の間、現場等への立入を禁止

（４）公共施設等での資料展示
田子町立上郷公民館及び現場事務所において写真パネルを展示
田子町立図書館において映像資料、冊子資料及びウェブアーカイブ資料を配置

（５）事案紹介等ＤＶＤの貸し出し
これまでに作成した事案の概要や青森県の取組の紹介（一般用・小学生用）、記録映像集（全11本）、協議会等

のＤＶＤの希望者への貸出（無料）

（６）教育機関等との連携
若い世代への環境保全啓発の一環として、令和７年７月に八戸市及び三戸郡内の全中学校（公立35校、私立２校）

に対し、ウェブアーカイブを周知
※ 令和６年度は県内の全高等学校（県立及び私立）に対して実施

第７４回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会

R７（12月まで）R６R５R４区 分

171814１一般
333133６教育関係
８４６３自治体（本県以外）
６０５15本県関係
64535825合 計
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 植栽地の定点撮影（令和７年８月26日撮影）

第７４回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 別図
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